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■名称 中小企業絆交流協同組合

■所在地
〒266-0026
千葉県千葉市緑区古市場町423-1 TEL:043-208-7511 FAX:043-208-7512

■代表者 代表理事 吉岡 正晴

■事業目的

1.組合員の行う建設工事の受注斡旋

2.組合員の取り扱う資材等の共同購入

3.組合員のためにする損害保険代理業

4.組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業

5.外国人技能実習生受入に係る職業紹介事業

6.組合員のためにする特定技能外国人支援事業

7.特定技能外国人に係る職業紹介業

8.組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を

図るための教育及び情報の提供

9.組合員の福利厚生に関する事業

10.前各号の事業に附帯する事業

■設立 平成25年8月1日

■所属団体 千葉県中小企業団体中央会 財団法人国際人材協力機構

■許可
警察庁 関東地方整備局 関東運輸局

関東経済産業局 関東農政局 千葉県知事

■許可種別
外国人技能実習生共同受入事業・一般監理事業（許可番号1704001297）
特定技能外国人支援事業・登録支援機関（19登-001717）
職業紹介事業・届出番号（12-特-000084）

最初の年に技能実習１号を３名受入れた場合、二年目になると最初の３名の技能実習１
号の技能実習生が技能実習２号に移行します。すると、また３名分の技能実習１号の枠が
空くため、そこに技能実習１号を新たに３名受入れることが出来ます。

毎年３名ずつ新しく受け入れるとすると、連続で受入れる場合は、三年目から技能実習
１号と技能実習２号を合わせた最大９名を受入れることができます。

技能実習生は若く真面目で向上心があるため若年層の定着率が低い今、技能習得に熱
心な技能実習生を育成し継続的に受入れることで高齢化していく職場に於いても生産性
の向上や職場の活性化につながります。

そして技能実習生の母国の産業界発展への貢献と同時に社内の国際交流により国際理
解を深める良い機会になります。

また帰国後の技能実習生との交流を通じて現地情報や人間関係の活用により国際ビジ
ネスへの展開を視野に入れる企業様も少なくありません。

※建設業については国土交通省の基準に則って受入可能です。

２０代の若い人材が中心であり、

日本で習得・習熟した技術を自国
発展に役立てたいという使命感から

モチベーションも高く、その若さと

仕事に対する熱心さが日本人社員へ
の刺激となり、社内が活性化され、

生産性の向上につながります。
若い人材の育成が社員の教育にも

つながります。人は、人を育てること
で自分も成長します。社員教育ができる

社員を育成し、リーダーシップを発揮

できるようになり今の技術を未来に継承
されていくことにつながっていけばと

考えます。

人材が送り出される国と御社の接点が

できます。その国が持つ資源や文化、
生活スタイルなどを通して、ビジネス

マッチングなど、現地企業との取引や

実習生の現地要員化による現地法人設立
の可能性も生まれ、国際企業への

第一歩となります。

１

２

３
社内活性化・生産性向上

自社社員の成長

企業の国際化

実習実施者の常勤職員総数

（週３０時間以上　５日以上）

年間２１７日以上勤務

技能実習生の人数

３０１人以上 常勤職員総数の２０分の１

２０１人～３００人 １５人

１０１人～２００人 １０人

５１人～１００人 ６人

第１号（１年間）

基本人数枠

基本人数枠の２倍 基本人数枠の２倍

第１号（１年間）

※５０人以下の企業では、技能実習生が受入企業の常勤職員総数を超えることはできません。

※常勤職員総数が２人以下の企業の場合、常勤職員総数を超える人数を受入れることはできません。

※常勤職員数に技能実習生は含めません。（常勤役員は含みます）

４１人～５０人 ５人

３１人～４０人 ４人

３０人以下 ３人

第２号（２年間）
第３号（２年間）

基本人数枠の６倍

優良基準適合者

第２号（２年間）

基本人数枠の４倍



外国人技能実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が日本の企業と雇用関係
の下、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知能を学び、帰国後母国の経済発展に
役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
本制度は、諸外国の産業発展に寄与する人材の育成を目的としています。

外国人技能実習生は入国して1年間は「技能実習1号ロ」という資格で実習をし、入国してから
約9ヶ月で技能検定（学科・実技）という検定試験を受けます。
合格できたら技能実習2号への移行手続きを行い、2年目と3年目は「技能実習2号ロ」という
資格で実習を行います。

当組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要
な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ
その経済的地位の向上を図ることを目的としています。

長年、受入事業を行ってきた経験により、有能な人材を見極める実績
が多数あり諸外国ごとの選定ノウハウで、ニーズに合った人材を選び
だします。

当組合が委託している一般社団法人絆国際人材支援機構の日本語
研修センターにて、プロの講師によるわかりやすい日本語講習を行い、
技能実習生の日本語の勉強もサポートしております。また、当組合では、
語学だけでなく日常の生活面においても技能実習生の教育に力を入れ
ており、問題が発生する頻度も少ないことから、企業様の満足度が高く
なっていると考えております。

文化の違いに慣れない技能実習生もいる為、ご配属後のケアとフォ
ローをしっかり行い双方にとってメリットのみを吸収して頂けるように努
力させて頂きます。
どんな些細な事でもお気軽にご相談ください。

送出し国政府機関 外国人技能実習機構 出入国在留管理庁

中小企業絆交流協同組合送出し機関

技能実習生 実習実施者
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労働契約

認定 申請 申請承認申請 許可

求職申込み 組合加入申込み 監理

監理団体の責任及び監理

２級（上級）

３級（専門級）

基礎級（初級）

入国 帰国
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優良な監理団体・実習実施者に限定した
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組合員企業様 中小企業絆交流協同組合 実習生・送出し機関

１ヶ月

□技能実習生受入れの相談 □受入れ企業様への説明・相談

お申込み

□組合加入

・組合加入申込書

・技能実習生引受けに関する

　誓約書

・技能実習生求人申込書

・費用の合意書

□現地送出し機関と連携し

　実習生候補者のマッチング

□現地送出し機関が候補生の

　事前登録

□実習生募集

□候補生の履歴書取寄せ

２ヶ月

面接

□採用決定

□雇用契約書、雇用条件書作成 □実習生の書類準備

□入国ビザの申請（審査）

３ヶ月

□必要書類のご準備①

・報酬に関する説明書　・徴収費用の説明書

・申請者の概要書　・技能実習計画

・重要事項説明書(宿泊施設の候補)

・実習責任者の履歴書、社会保険の写し

・実習指導員の履歴書、社会保険の写し
・生活指導員の履歴書、社会保険の写し

・履歴事項全部証明書の写し
・労働保険概算

・確定申告書の写し(直近２年度分)
・決算書の写し（直近２年度分）

・受入企業概要書　・３６協定書

・変形労働時間制協定書

・その他

□現地での教育

・日本語教育

・安全衛生研修

・ルール・マナー研修

・法律についての研修

４ヶ月

□必要書類のご準備②

・事業者別被保険者台帳照会
・被保険者縦覧照会回答票

・履歴事項全部証明書（原本）

・役員全員の住民票（本籍及び
　筆頭者氏名の記載ありマイナン

　バーの記載なしのもの）

・技能実習責任者講習の写し

・営農証明書

・納税証明書その２

　（直近２年度分）

建設業の場合
・建設業許可証の写し

・キャリアアップシステムID
・その他

□技能実習計画申請

□認定通知書交付

５ヶ月
□在留許可申請

□実習生の住まいのご用意

　（寮など）

□在留認定証明書交付

６ヶ月 □入国ビザの取得

７ヶ月

入国

□実習生の生活用品の準備 □出迎え

□組合委託機関による集合講習

・日本語教育・ルール・マナー研修

・研修条件の説明

・交通安全講習・防災講習・法的保護講習
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配属
技能実習開始

□住所変更

□口座開設手続


